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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

2022年12月1日時点 厚生局施設基準届出データ（薬局）
地域支援体制加算の届出状況
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

●各厚生局の2022年12月1日時点及び同6月1日時点の施設基準届出受理状況を元に、地域支援体制加
算等の届出状況を集計しました。

●同一施設で同一届出項目の複数区分に届出がある場合は、より新しい年月日のもののみを集計しています。
●施設基準届出項目が空欄、施設情報のみのデータは除外しています。
【12月データ全軒数：60,961軒】【12月データより除外：301軒】
【本資料で扱う12月データ全軒数：60,660軒】

●6月1日時点から12月1日時点の届出状況の変化については、両データで医療機関コード不一致のものは軒数
等から除外しています。
【医療機関コード不一致で除外するデータ：2,136軒】
【6月⇒12月届出状況の変化で扱うデータ全軒数：58,824軒】

（閉局、新規開局、医療機関コード変更 等が考えられます）

本資料のデータ等について

資料No.20230217-2042-p2
本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●地域支援体制加算の12月1日時点の届出状況について
●地域支援体制加算の2023年4月以降の算定で、新たな届出を必要とする薬局の状況について
●地域支援体制加算の実績要件項目の区分別比較について

資料概要

2022年12月1日時点 各厚生局施設基準届出データ（薬局）
地域支援体制加算の届出状況
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算届出率・区分別構成比
地域支援体制加算は、保険薬局全体の38％が届出ている

そのうち地域支援体制加算2届出薬局が半数以上（55%）を占める

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

内訳

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算届出状況 北海道・東北エリア

●北海道・東北エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を上回るのは北海道のみ
●北海道の地域支援体制加算３の届出割合（4.6％）は全国で最も高い
●青森県、岩手県、秋田県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算１の割合が地域支援体制加算2の割合より高い
●岩手県、山形県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算4の割合が地域支援体制加算３の割合より高い

北海道・東北エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

北海道・東北6県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

加算届出率
全国平均 38％

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算届出状況 関東エリア

関東エリアの特徴

●関東エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を上回るのは東京都、神奈川県の1都1県のみ
●茨城県の地域支援体制加算4の届出割合（3.3％）は全国で最も高い

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

関東1都6県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

加算届出率
全国平均 38％
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

中部エリアの特徴

●中部エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を上回るのは石川県、長野県、静岡県の3県のみ
●長野県の地域支援体制加算1の届出割合（27.4％）は全国で最も高い
●長野県、岐阜県、静岡県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算１の割合が地域支援体制加算2の割合より高い
●富山県、山梨県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算4の割合が地域支援体制加算３の割合より高い

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

中部9県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

地域支援体制加算届出状況 中部エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

加算届出率
全国平均 38％
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

近畿エリアの特徴

●近畿エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を下回るのは三重県のみ
●奈良県の地域支援体制加算の届出割合（51.1％）、及び地域支援体制加算２の届出割合（31.9％）は全国で最も高い
●和歌山県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算１の割合が地域支援体制加算2の割合より高い

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

近畿2府5県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

地域支援体制加算届出状況 近畿エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

加算届出率
全国平均 38％
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

●中国・四国エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を下回るのは広島県のみ
●愛媛県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算１の割合が地域支援体制加算2の割合より高い
●香川県、愛媛県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算4の割合が地域支援体制加算3の割合より高い
●島根県の地域支援体制加算1と2、3と4の届出割合は其々等しい

中国・四国エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

中国・四国9県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

地域支援体制加算届出状況 中国・四国エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

加算届出率
全国平均 38％
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

九州・沖縄エリアの特徴

●九州・沖縄エリアで地域支援体制加算届出率が全国平均（38%）を上回るのは佐賀県、鹿児島県のみ
●長崎県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算１の割合が地域支援体制加算2の割合より高い
●沖縄県の届出割合は全国平均と異なり、地域支援体制加算4の割合が地域支援体制加算３の割合より高い
●沖縄県の地域支援体制加算届出率（15.5％）は全国で最も低い

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

九州沖縄8県の地域支援体制加算届出薬局の割合について全国平均と比較した

地域支援体制加算届出状況 九州・沖縄エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

加算届出率
全国平均 38％
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

●地域支援体制加算を算定する際は、実績要件を満たした上で厚生局への施設基準の届出が必要です。
●2022年度改定で実績要件が変更されたため、2022年4月以前に届出ていた薬局の場合も、改定以後に算定する場合、

原則届出が必要です。

●しかし、改定前に調剤基本料1を届出る薬局で地域支援体制加算を届出ていた場合は、2022年4月以降に厚生局へ新しい
施設基準による届出を行わなくても2023年3月末までは地域支援体制加算１を算定可能となっています。

●そのため、上記に該当する薬局は、2023年4月以降に新たに届出をする必要があります。

医療機関名称医療機関所医療機関所電話番号 FAX番号 病床数 受理届出名称 受理記号 受理番号 算定開始年月日

  
   

  
  

   
   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

   
  
  
  

厚生局届出データ「届出受理医療機関名簿（薬局）」のイメージ

厚生局届出データの地域支援体制加算1の【算定開始年月日】が2022年3月31日以前となっている薬局は、
上記経過措置を適用して算定していると考えられ、2023年4月以降の算定には新たに届出を行う必要があります。

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

届出不要となる場合

2022年3月31日時点で以下を届出ている かつ 要件を満たして2022年4月以降に以下を算定する

●【調剤基本料１】
+

●【地域支援体制加算】

●【調剤基本料１】 又は ●【調剤基本料３ ハ】

+●【地域支援体制加算１】

参考：2022年度改定における地域支援体制加算の届出ルール

  
   

■■薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 調剤基本料１ 調基１ 第・・・号 平成28年 4月 1日
■■薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 地域支援体制加算１ 地支体１ 第・・・号 平成31年 4月 1日
■■薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 連携強化加算 薬連強 第・・・号 令和 4年 4月 1日

   
  
  

  
  

  
  

  
  
  

   
  
  
  

  
   

  
  

   
   

  
  

  
△△薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 調剤基本料１ 調基１ 第・・・号 平成28年 4月 1日
△△薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 地域支援体制加算１ 地支体１ 第・・・号 令和 4年12月 1日
△△薬局 ------- ………‥ ーーーーー・・・・・・・・ 在宅患者調剤加算 在調 第・・・号 平成24年 4月 1日
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

参考：地域支援体制加算の区分別点数・実績要件
地域支援体制加算の区分別の点数と施設基準のうち「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」要件

区分 届出可能な薬局の種類 点数 必要な実績
地域支援体制加算1 調剤基本料1を算定する薬局＊1 39点 ❶~❸と❹又は➎の4項目
地域支援体制加算2 調剤基本料1を算定する薬局＊1 47点 加算1の要件4項目＋①~⑨の3項目以上

地域支援体制加算3
調剤基本料2,3を算定する薬局 17点 麻薬小売業者の免許＋

①~⑨のうち④及び⑦を含む3項目以上特別調剤基本料を算定する薬局 14点

地域支援体制加算4
調剤基本料2,3を算定する薬局 39点

①~⑨のうち、8項目以上
特別調剤基本料を算定する薬局 31点

加算２,3,4の実績要件
（①～⑧は処方箋受付1万回当たり、⑨は薬局当たり年間実績）

①夜間・休日等の実績 400回以上
②麻薬の調剤実績 10回以上
③重複投薬・相互作用等防止実績 40回以上
④かかりつけ薬剤師指導料等実績 40回以上
⑤外来服薬支援料1 12回以上
⑥服用薬剤調整支援料1・2 1回以上
⑦単一建物診療患者1人の在宅実績＊2 24回以上
⑧服薬情報等提供料実績 60回以上
⑨認定薬剤師の多職種連携会議参加 5回以上

加算1,2の実績要件
（❷❹➎は薬局当たりの年間実績）

❶麻薬小売業者の免許 ー
❷在宅実績＊2 24回以上
❸かかりつけ薬剤師指導料 届出 ー
❹服薬情報等提供料実績 12回以上
➎認定薬剤師の多職種連携会議参加 1回以上

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

＊1：調剤基本料３ ハ算定薬局に対する経過措置あり
（2023年3月31日迄）

＊2：2022年3月31日時点で在宅要件を満たし地域支援体制加算を
算定している薬局に対する経過措置あり

（2023年3月31日迄）
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算 届出時期別 軒数・割合
2022年度改定前の届出薬局（算定開始年月日欄に2022年3月31日以前の日付）は【7,402軒】
（全体の約 32%）で、全て地域支援体制加算１を届出ている

全て地域支援体制加算1を届出

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

2022年度診療報酬改定後に
地域支援体制加算を届け出た薬局

2022年度診療報酬改定前に
地域支援体制加算を届け出た薬局

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

地域支援体制加算届出薬局の約1／３は、2023年4月以降の算定の為に新たな届出が必要な状態と考えられる

資料No.20230217-2042-p12
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算1届出の現状と課題
地域支援体制加算１届出薬局のうち2022年3月31日以前に届出ている薬局は【7,402軒】（86％）、
2022年4月以降に届け出ている薬局は【1,227軒】（14％）となっている

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

地域支援体制加算１を届出ている薬局の多くが、2023年4月以降の算定の為に新たな届出が必要な状態と考えられる

2023年3月31日
経過措置満了

2023年4月以降は地域支援体制加算１届出
薬局の大部分が算定不可に

地域支援体制加算１
届出薬局数【8,629軒】（12月1日現在）

2022年3月時点で
届出ている薬局

2022年4月以降
に届出ている薬局

改定前に旧在宅実績要件で届出ていて継続算定する薬局

実績要件を満たしているとみなし届出不要
（2023年3月31日迄の経過措置）

※改定後の在宅実績要件を満たしているとみなして届出・算定する薬局

別途改定後の要件を満たして届出を行わないと・・・

※改定前から算定する薬局が届出る場合に可能
（2023年3月31日迄の経過措置）

継続して算定可能2022年度改定後の新しい在宅実績要件で届出を行い算定する薬局

12月1日

2023年4月
以降算定の為に
別途届出が必要

（改定後の新しい
在宅実績要件を
満たして届出て
いない薬局）

1,227 軒
(14％)

7,402 軒
(86％)
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

参考：地域支援体制加算1の在宅実績要件
●地域支援体制加算1では、改定前の地域支援体制加算（調剤基本料１の場合）から在宅薬剤管理の実績要件のみ変更
●新しい施設基準では従来の2倍、年間24回以上の在宅薬剤管理の実績が求められる

【2022年度改定後】
地域支援体制加算１の施設基準

在宅患者に対する
薬学的管理・指導の実績 24回以上/年

【2022年度改定前】
地域支援体制加算※の施設基準

12回以上/年 2倍
（※調剤基本料1の場合）

施設基準の変更点

実績回数参考値 「単一建物診療患者が１人の場合の在宅薬剤管理実績」
◆地域支援体制加算届出施設において薬剤師一人当たり：平均27回/年

平均値59.9回/年

厚生労働省「令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査）」を元に日医工（株）が作成

新たに求められる実績

以前から求められる実績

※在宅薬剤管理の実績のうち
「単一建物診療患者が１人の場合」
の実績のみについての調査

(地域支援体制加算１の要件より対象の範囲が狭い)

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

従来の2倍の在宅薬剤管理実績が求められる為、年間で24回に満たない場合は早急に在宅薬剤管理の実績を増やす必要がある
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

参考：在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績に含まれるもの
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績の対象として、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定」、
「在宅協力薬局として連携」、「同等の業務を実施」した実績が含まれる

実績の対象

医療保険

在宅患者訪問薬剤管理指導料

・算定
・在宅協力薬局として連携
・同等の業務を実施した実績

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急時等共同指導料

介護保険
居宅療養管理指導費

介護予防居宅療養管 理指導費

資料No.20220603-1076-5 資料No.20220422-1086-2 資料No.20220425-1087-1

在宅患者訪問薬剤管理指導料
居宅療養管理指導費

各点数の具体的な算定要件を解説した資料や解説動画を医療従事者向けサイト「Stu-GE（スタジー）」で公開しています

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急時等共同指導料

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/agree/stuge.php
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

地域支援体制加算１届出薬局の動向

【2022年6月から12月の加算1届出状況の変化】 変化の要因

増加
新規届出 616軒

加算2から１へ 10軒

減少

加算2へ変更 1,705軒

加算1届出辞退 302軒

加算３へ 5軒

加算４へ 2軒

加算2を届出

【加算1から加算2へ移行した割合】

▲1,388軒

1,705軒/9,928軒

6月1日時点の地域支援体制加算1届出薬局のうち、約2割が12月1日時点では加算2へ届出変更している

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

2022年6月1日及び12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

地域医療に積極的に関与するため、多くの薬局がより高い基準を目指していることが伺える
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

参考：地域支援体制加算１と加算2の実績要件
地域支援体制加算2では、加算１の要件を満たした上で、さらに3つ以上の実績要件を満たす必要がある

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

（薬局当たりの年間回数）
❶ 麻薬小売業者の免許
❷ 在宅薬剤管理の実績 24回以上
❸ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出

❹ 服薬情報等提供料の実績 12回以上
❺研修認定取得薬剤師が多職種と連携する会議 １回以上出席

（処方箋受付１万回当たりの年間回数）

① 夜間・休日等の対応実績  400回以上

② 麻薬の調剤実績 10回以上

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上

④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上

⑤ 外来服薬支援料の実績 12回以上

⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 １回以上

⑦ 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績 24回以上
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回以上

（薬局当たりの年間回数）
５回以上出席⑨ 研修認定取得保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議

地域支援体制加算１の実績要件 地域支援体制加算２の実績要件

を満たした上で、

の何れかを満たす

さらに、以下より3つ以上を満たす

資料No.20230217-2042-p17
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参考：実績要件の具体的内容
各実績に含まれる具体的な内容等について解説した資料を医療従事者向けサイト「Stu-GE（スタジー）」で公開しています

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/agree/stuge.php

① 夜間・休日等の対応実績

資料No.20220715-2001（1）

⑥ 服用薬剤調整支援料１・２の実績

資料No.20220715-2001（6）

② 麻薬の調剤実績

資料No.20220715-2001（4）

⑦ 単一建物診療患者１人の場合の
在宅薬剤管理の実績
資料No.20220715-2001（7）

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績

資料No.20220715-2001（3）

⑧ 服薬情報等提供料の実績

資料No.20220715-2001（8）

④ かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料の実績
資料No.20220715-2001（4）

⑨ 多職種と連携する会議の実績

資料No.20220715-2001（9）

⑤ 外来服薬支援料1の実績

資料No.20220715-2001（5）

資料No.20230217-2042-p18

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/agree/stuge.php


日医工MPS

Copyright Ⓒ 2023 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.19

調剤基本料別 地域支援体制加算届出割合

地域支援体制加算１ 地域支援体制加算２ 地域支援体制加算３ 地域支援体制加算４ 届出率 計

調剤基本料1※ ○
17.4%

○
22.8%

ー ー 40.2%

調剤基本料２ ー
＊0.1% ー ○

8.6%
○

1.9 %
10.7%

調剤基本料３イ ー
＊0.0% ー ○

11.2%
○

0.8%
12.0%

調剤基本料３ロ ー
*0.1% ー ○

17.0%
○

11.3%
28.4%

調剤基本料３ハ △

12.7%
△

31.2%
○

0.7%
○

0.5％ 45.0%

特別調剤基本料 ー ー ○
7.5％

○
8.5％

16.0%

○：届出・算定可能 ー：届出不可 △：2023年3月31日迄の経過措置期間中は届出・算定可能

経過措置

※注１のただし書に該当する場合を含む
＊調剤基本料2，3イ、3ロ算定薬局において地域支援体制加算１届出となっているものは、過去の届出内容のメンテナンス等が行われず残っていた為 等が考えられます

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

調剤基本料別地域支援体制加算届出率が最も高いのは、調剤基本料３ハ算定薬局（届出率約45%）で、
その大部分を加算1,2が占めている

調剤基本料3 ハに該当し、加算1,2を算定する薬局は経過措置が2023年3月末で満了する為、
4月以降も地域支援体制加算を算定する為には、加算3又は加算4へ届出区分を変更する必要がある

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

資料No.20230217-2042-p19
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参考：地域支援体制加算3,4に求められる実績

加算1・2共通の要件 加算2・３・４の実績要件
加
算
2

加
算
3

加
算
４

かかりつけ薬剤師指導料等に
係る届出 - 加

算
１
・
２
共
通
の
要
件
が
厳
格
化

かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上 ●

在宅薬剤管理の実績 24回以上 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の
実績 24回以上 ●

服薬情報等提供料の実績 12回以上 服薬情報等提供料の実績 60回以上

麻薬小売業者の免許 - 麻薬の調剤実績 10回

研修認定取得薬剤師が多職
種と連携する会議へ出席 1回以上 研修認定取得薬剤師が多職種と連携する

会議へ出席 ５回以上※

追
加
さ
れ
る
実
績
要
件

夜間・休日等の対応実績 400回以上

重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上

外来服薬支援料の実績 12回以上

服薬情報等提供料の実績 60回以上

【地域医療に貢献する体制を有することを示す実績】要件

実績回数の考え方：薬局当たりの年間回数 実績回数の考え方：処方箋受付１万回当たりの年間回数
※多職種連携会議への出席のみ薬局当たりの年間回数

3
項
目
以
上
を
満
た
す

8
項
目
以
上
を
満
た
す

１
項
目
以
上
を
満
た
す

●：必須項目

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

加算1,2から3,4へ届出変更の際は、内容・回数が厳格化又は追加された実績要件項目より必要分を新たに満たすことが求められる

資料No.20230217-2042-p20
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参考：実績項目の難易度に関する調査結果

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域医療に貢献する体制を有することを示す実績項目のうち、満たすことが難しい項目
（地域支援体制加算未届施設のうち、調剤基本料1以外の算定薬局 n＝104、複数回答）

令和２年度診療報酬改定後の調査結果より、実績要件の③、④、⑦は満たすことが比較的容易であると考えられる

資料No.20230217-2042-p21
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地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
北海道・東北エリア

北海道・東北エリアの特徴

全国平均
45.5％

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●北海道・東北エリアで経過措置適用薬局が全国平均を下回るのは宮城、山形、福島の3県のみ

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

資料No.20230217-2042-p22
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関東エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●関東エリアで経過措置適用薬局が全国平均を下回るのは茨城、栃木、千葉の3県のみ

地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
関東エリア

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した

資料No.20230217-2042-p23
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●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●中部エリアで経過措置適用薬局が全国平均を下回るのは福井、愛知の2県のみ

中部エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
中部エリア

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した
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近畿エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●近畿エリアで経過措置適用薬局が全国平均を下回るのは京都、大阪、奈良の2府1県のみ

地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
近畿エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局
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中国・四国エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●中国・四国エリアでは、島根、愛媛、高知の3県を除く各県で経過措置適用薬局の割合が全国平均を下回る

地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
中国・四国エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局

資料No.20230217-2042-p26

全国平均
45.5％
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九州・沖縄エリアの特徴

本資料は、2023年2月17日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●全国で地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、届出状況から見る経過措置適用薬局は45.5％、
〔内訳〕・調剤基本料3 ハ算定薬局で加算1,2を届出ている薬局17.8％

・調剤基本料3 ハ算定薬局以外で2022年3月31日以前に加算１を届出ている薬局27.8％
●九州・沖縄エリアでは、長崎、熊本の2県を除く各県で経過措置適用薬局の割合が全国平均を下回る

地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率
九州・沖縄エリア

2022年12月1日現在の各地方厚生局 「届出受理医療機関名簿（薬局）」データを日医工（株）が加工して作成

調剤基本料と地域支援体制加算の届出区分・届出時点から、経過措置適用薬局率を算出し全国平均と比較した

※1 厚生局届出状況から推測できる経過措置適用薬局
※2 調剤基本料1届出薬局、調剤基本料１の但し書きに該当する場合、及び調剤基本料2，3イ、3ロ届出薬局において2022年3月31日以前に加算１届出となっているものを含む

届出状況から推測できる
経過措置適用薬局

資料No.20230217-2042-p27

全国平均
45.5％
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まとめ

資料No.20230217-2042-p28

●2022年度診療報酬改定で４つに分類された地域支援体制加算の届出率は、
2022年12月時点では4割弱でした。

●地域支援体制加算を算定している薬局のうち、加算2以上を算定している薬局が6割を超えており、
地域貢献の体制だけでなく実績もクリアしている薬局数は増加傾向と考えられます。

●しかし、改定前に調剤基本料1を届出ている薬局で地域支援体制加算を届出ている薬局は、
経過措置によって、新たな施設基準による届出を行わなくても2023年3月末までは地域支援体制
加算１が算定可能とされています。

●経過措置により地域支援体制加算1を算定している薬局は3割を占めており、2023年4月以降
も加算を算定するには、新たな届出が必要です。

●また、調剤基本料別の地域支援体制加算届出率が最も高い薬局は、調剤基本料３のハを算定
する薬局ですが、経過措置の適用により加算1,2を算定している薬局が大部分を占めています。

●調剤基本料3のハに該当し加算1,2を算定している薬局は、2023年4月以降も加算を算定する
には、加算3又は加算4へ届出区分を変更する必要があります。



https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/
https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/


日医工MPS

Copyright Ⓒ 2023 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.30

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/registrations/index?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20230217-2042

	スライド番号 1
	　2022年12月1日時点　各厚生局施設基準届出データ（薬局）�地域支援体制加算の届出状況�
	　地域支援体制加算届出率・区分別構成比
	地域支援体制加算届出状況　北海道・東北エリア�
	地域支援体制加算届出状況　関東エリア
	地域支援体制加算届出状況　中部エリア
	地域支援体制加算届出状況　近畿エリア
	地域支援体制加算届出状況　中国・四国エリア
	地域支援体制加算届出状況　九州・沖縄エリア
	スライド番号 10
	参考：地域支援体制加算の区分別点数・実績要件
	地域支援体制加算　届出時期別　軒数・割合
	地域支援体制加算1届出の現状と課題
	参考：地域支援体制加算1の在宅実績要件
	参考：在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績に含まれるもの
	地域支援体制加算１届出薬局の動向
	参考：地域支援体制加算１と加算2の実績要件
	参考：実績要件の具体的内容
	調剤基本料別　地域支援体制加算届出割合
	参考：地域支援体制加算3,4に求められる実績
	参考：実績項目の難易度に関する調査結果
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率�　北海道・東北エリア�
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率関東エリア�
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率　中部エリア�
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率近畿エリア
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率�中国・四国エリア
	地域支援体制加算届出薬局に占める経過措置適用薬局率�九州・沖縄エリア
	まとめ
	スライド番号 29
	スライド番号 30

